
|所得税における課税所得階級別の納税者数等| 墜雪司
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ト会コdE 百十

70 納税者数� 4，672万人

課税所得� 106.3兆円
80 所得税額� 12.0兆円

(算出税額} ン	 
__3，785万人

工	 90 
ア� 

(注) 1各計数は、平成21年度予算ベースの推計値である(総合課税に係るものであり、分離課税に係るものは含まれていない。)。� 
2 上記の各階級区分(① r-330万円』、②� r-900万円J、③r900万円-J)は課税所得ベ スのものであるが、これを仮に夫婦子2人� 
(子のうち1人は特定扶養親族に該当)の場合の給与版入ベースで算出した場合、①r-785万円」、� ②� r-1.430万円」、③r1.430万円-J
となる。� 
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務得税の諜界説率ブラケット完Ij結税者〈又i 環比較� 
「三時� 1ま申告書)数融合の題i

。我が闘の綿税者の約8~認が限界税率10%以下。
1]蓄6の者:約5%※磁要事税率が� 、限界税率が10%の者:約2齢。� 
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G覧

号%� 10覧� 20覧� 30覧 総覧� 50話 器号覧 ?銚 80覧 幸容覧� 100笠� 

{主主体 iこ占める事露五定都会〉

{滋)1陥臼本のデ一事[立、平成21年11.予算ベースを義に機意十したもの1?あるB 

2. A書外罰のデ-$1は各磁の税務統計lこ基づいて作成した。� 
3‘ドイツI立方程式方式のためヅラケット別納税者教訓告.1立不明。� 
4.アメリカは個人単位と炎線総依課税の選択制銅フランスは世帯静単位課税であるため、納税者数の割合1;):推計がE自殺である。

このため、ここでは場食養数の3組合を掲げているa 
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E嚇� 62年干減7年 、 率 的 、 平成1桝 問 問 複 し が 行 わ れ て い

個人所得牒税(所得税十偲人住民税)の実効韓率の推移(夫婦子2人(専業主婦)の給与需得者)� 

/ 

O 累次の改正により所得再分配機能は低下。 〈昭和61年分〉� (現持〉
 

輸与収入� 500方向の場合の実勢税率 7.9% 3.9%
吋� 

給与収入� 700万丹の場合の実効税率 12.7% 6.6%吋� 

.給与収入1.000n丹の場合の実殻税率 18.9% 11.3%吋

50%¥ 

緩和例年分 王子高11:6王手分 平成10年分
nυ 胡》〈昭和62岩手渡分〉 〈平成6年度分〉 〈平成10年度分〉� •aa! z1
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収人与給 円万
〈5主)1.子のうち� 1人iま特定扶畿税金提1こ後童話するものとして計算している.� 

2降平成S年〈度3分1il.ぴlp'成均年〈居室〉分lま狩語IJ減税約の衆効税務である。� 
万円の場合の実効税率である。3.000方向及び00，日2:n門、O告1.0:n料、700:n問、500表中の数値は、給与収入3.
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i国入所簿課税(所得税十個人性民税}由実効税率の撒移(夫揚のみ(専業主婦)の給与所得者)

〆� o ~良次の改正!こより所得手等分記機能は髭下。 (昭和的年分) 〈現行)� 
給与収入� 500万円の場合の実効税率 11.3% 7布。%� 
給与収入� 700方向の場合の実効税率 15.8% 9.6% 

.給与収入1，000万丹の場合の実効税率 21 ‘6% 14.1%サー
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。絡署員62年、平成?若手、平成11年、平成18年lこ税務構造の見護ましが行われている。� 

L. 

3日目� 

20% 

10% 

0% 。 盟百立回 在理]� • 1，5日o 2，000 2，500 3，0日o

G主)1.都民主6年〈草壁〉分&ぴ平成10年{淡〉分は特別減税詰告の実効税調停勺ある。� 給与収入(万何〉� 
2.事長中の数値{立、絵与収入� 5007J問、 700万岡、� 1，00自万F 2，� 0007ヲ月の場合の型軽効税率である.，3目白河円及び0号、� 
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[羽毛所得課税(所得税十個人住民税jの実効税率の推移(単身の給部所得者)� I 
O 累次の改正により所得再分配機能は低下。 (昭和61年分)� (現行)
 

給与収入� 500万円の場合の実効税率 13.0% 8.4% 

給与収入� 700万円の場合の爽効税率 17.4% 11.2% 


50完� 給与収入1，000万円の場合の実効税率 22.9% → 15.2% 
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記事 昭和62王手、平成7年、平成11童手、平成18怒iこ意義語解説軽量量o，主要ましが行おれているe
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36.喜

号 圏 国広弼 2，000 3，0号告

給与収入〈万円〉� 
(注)1.平成 S年〈度)分1il.び本目立 10~ (居室〉分l津線illJ減税般の紫型車税率である.� 

2.表中の数鍍iふ給与収入� 50母方向、� 700 000万円及び3，，2万円>000号、1，Fフヲ 000万円の場合の富島効税B事守護ちる。
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